
総 行 女 第 2 5 号 

令和元年 12月 24日 

 

各 都 道 府 県 総 務 部 長 

（人事担当課、市町村担当課、区政課扱い）  

 各 指 定 都 市 総 務 局 長 

（人事担当課扱い） 

 

総務省自治行政局公務員部公務員課 

女性活躍・人材活用推進室長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

障害者雇用対策基本方針の一部を改正する件及び障害者活躍推進計画作成指

針の公布について 

 

障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和 35年法律第 123号。以下「法」という。）

第７条第１項において、厚生労働大臣は、障害者の雇用の促進及び職業の安定に関す

る施策の基本となるべき方針として、障害者雇用対策基本方針を策定することとされ

ており、これを変更した場合には、同条第５項で準用する第４項の規定によりその概

要を公表しなければならないこととされています。 

また、障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律（令和元年法律第

36号。以下「改正法」という。）による改正後の法第７条の２第１項において、厚生

労働大臣は、障害者活躍推進計画作成指針（以下「作成指針」という。）を定めるも

のとされており、同条第３項の規定により作成指針を定めたときは、これを公表しな

ければならないこととされています。 

これらの規定に基づき、障害者雇用対策基本方針の一部を改正する件（令和元年厚

生労働省告示第 197号）及び障害者活躍推進計画作成指針（令和元年厚生労働省告示

第 198 号）が告示され、別紙１のとおり、厚生労働省から地方公共団体の各機関の任

命権者に対し通知されるとともに、同省から当省に対して、令和元年 12月 18日付職

発 1218第 11号（別紙２）により協力依頼がありました。 

つきましては、貴職におかれましても、今回の障害者雇用対策基本方針の改正及び

作成指針の策定を踏まえ、改正法による改正後の法第７条の３第１項に規定する障害

者活躍推進計画の作成等に適切に対処いただきますようお願いするとともに、貴都道

府県内の市区町村等に対してもこの旨周知をお願いします。 

本通知は、地方公務員法第 59条（技術的助言）及び地方自治法第 245条の４（技

術的な助言）に基づくものです。 

なお、地域の元気創造プラットフォームにおける調査・照会システムを通じて、

各市町村に対して、本通知についての情報提供を行っていることを申し添えます。 

 

殿 

【連絡先】 

総務省 自治行政局 公務員部 公務員課 

女性活躍・人材活用推進室 原、村松、堀田
ほりた

 

電話：０３―５２５３―５５４６（直通） 



職発 1218 第 10 号 

令和元年 12 月 18 日 

都道府県の各機関の任命権者 殿 

厚生労働省職業安定局長 

（ 公 印 省 略 ） 

障害者雇用対策基本方針の一部を改正する件及び障害者活躍推進計画作成

指針の公布について 

障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和 35 年法律第 123 号。以下「法」という。）第

７条第１項において、厚生労働大臣は、障害者の雇用の促進及び職業の安定に関する施策

の基本となるべき方針として、障害者雇用対策基本方針を策定することとされており、こ

れを変更した場合には、同条第５項で準用する第４項の規定によりその概要を公表しなけ

ればならないこととされている。 

また、障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律（令和元年法律第 36

号。以下「改正法」という。）による改正後の法第７条の２第１項において、厚生労働大臣

は、障害者活躍推進計画作成指針（以下「作成指針」という。）を定めるものとされており、

同条第３項の規定により作成指針を定めたときは、これを公表しなければならないことと

されている。 

これらの規定に基づき、令和元年 12 月 17 日に、障害者雇用対策基本方針の一部を改正

する件（令和元年厚生労働省告示第 197 号。別添１参照。）及び障害者活躍推進計画作成指

針（令和元年厚生労働省告示第 198 号。別添２参照。）が告示されたところである。 

これらの趣旨及び留意事項は下記のとおりであるので、十分理解の上、令和２年４月１

日からの施行に万全を期されたい。加えて、都道府県知事部局におかれては、下記内容に

ついて、貴都道府県所管の地方独立行政法人に対して周知されたい。また、改正法の施行

に当たっては、都道府県労働局との連携にも特段のご配慮をお願いする。 

なお、別途、貴都道府県内の各市町村の機関に対しては当省都道府県労働局長より、同

様の通知を送付していることを申し添える。 

記 

第１ 障害者雇用対策基本方針の一部を改正する件（令和元年厚生労働省告示第 197 号）

について 

【別紙１】



１ 改正の趣旨 

  障害者雇用対策基本方針（以下「基本方針」という。）については、平成 30 年４月１

日から令和５年３月 31 日までの５年間を運営期間とするものだが、公務部門（国及び

地方公共団体の機関）において対象障害者の不適切計上及び法定雇用率の未達成が昨年

明らかになった事案を受け、公務部門における障害者の雇用の促進及びその職業の安定

に関する施策の基本となるべき方針について、改正法の施行も踏まえ、追記したもので

ある。 

  併せて、「第１ 障害者の就業の動向に関する事項」について、最新のデータに更新す

るとともに、その他改正法により創設することとした特例給付金及び中小事業主の認定

制度を含め、施策の動向を踏まえた改正を行ったものである。 

  改正は、改正法の施行日である令和２年４月１日を適用日としている。 

 

２ 留意事項 

  基本方針の趣旨を十分理解の上、特に改正により追記した公務部門に関する今後の障

害者の雇用の促進及び定着支援を含む職業の安定のための施策を進められたい。 

 

第２ 障害者活躍推進計画作成指針（令和元年厚生労働省告示第198号）について 

１ 策定の趣旨 

  改正法による改正後の法第７条の２第１項の規定に基づき、国及び地方公共団体が

障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組を総合的かつ効果的

に実施することができるよう、基本方針に基づき、障害者活躍推進計画の指針を定め

たものであり、改正法の施行日である令和２年４月１日を適用日としている。 

 

２ 留意事項 

  法第７条の３第１項の規定において、国及び地方公共団体の任命権者は、障害者活

躍推進計画作成指針に即して、当該機関が実施する障害者である職員の職業生活にお

ける活躍の推進に関する取組に関する計画（以下「活躍推進計画」という。）を作成

しなければならないこととされており、当該規定の施行日は令和２年４月１日とされ

ている。各機関においては、本日告示された障害者活躍推進計画作成指針を参照いた

だき、準備を進められたい。 

また、令和２年１月に公布予定の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一

部を改正する省令において、地方公共団体の任命権者の求めに応じ、障害者活躍推進

計画の作成に関する必要な助言を行うことができる厚生労働大臣の権限（法第７条の

３第３項）について、都道府県労働局長に委任する予定である。 

なお、今後、活躍推進計画の作成に係る手引きも作成し、お示ししていく予定であ

る。 

























職発 1218 第 11 号 

令和元年 12 月 18 日 

総務省自治行政局公務員部長 殿 

厚生労働省職業安定局長 

（ 公 印 省 略 ） 

障害者雇用対策基本方針の一部を改正する件及び障害者活躍推進計画作成

指針の公布について 

障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和 35 年法律第 123 号。以下「法」という。）第

７条第１項において、厚生労働大臣は、障害者の雇用の促進及び職業の安定に関する施策

の基本となるべき方針として、障害者雇用対策基本方針を策定することとされており、こ

れを変更した場合には、同条第５項で準用する第４項の規定によりその概要を公表しなけ

ればならないこととされている。 

また、障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律（令和元年法律第 36

号。以下「改正法」という。）による改正後の法第７条の２第１項において、厚生労働大臣

は、障害者活躍推進計画作成指針（以下「作成指針」という。）を定めるものとされており、

同条第３項の規定により作成指針を定めたときは、これを公表しなければならないことと

されている。 

これらの規定に基づき、令和元年 12 月 17 日に、障害者雇用対策基本方針の一部を改正

する件（令和元年厚生労働省告示第 197 号。別添１参照。）及び障害者活躍推進計画作成指

針（令和元年厚生労働省告示第 198 号。別添２参照。）が告示されたところである。 

これらの趣旨及び留意事項について、今般、別添により都道府県の各機関に通知したと

ころである。また、市町村の各機関に対しては当省都道府県労働局より通知することとし

ている。 

ついては、貴職におかれても上記につき御承知おきいただくとともに、都道府県及び市

町村に対し、適切に助言・啓発されたい。 

【別紙２】




